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税の確定申告

配偶者特別控除額

※ 配偶者の年間所得３８万円以下（パートなどの場合の年間収入１０３万円以下）の場合は、配偶者控除は受けられますが、配偶者
特別控除は受けられません。
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�税務署での確定申告相談
下記の日程で松山税務署でも確定申告を行いま
す。どなたでも、お気軽にご利用ください。また、
松山税務署では、還付を受けるための申告は、１
月から受付けをしています。
場 所 松山税務署

（松山市若草町４－３松山若草合同庁舎）
期 間 所得税 ２月１８日（月）～３月１７日（月）

消費税・地方消費税
２月１８日（月）～３月３１日（月）

贈与税 ２月１日（金）～３月１７日（月）
※ 土・日曜日、祝日を除きますが、２月２４日（日）、
３月２日（日）は実施します。
相談時間 ９時～１７時

（ただし、１２時～１３時を除く）
相談内容 所得税、贈与税、消費税・地方消費税

の申告書類などの作成
確定申告時持参資料
① 申告書（税務署から送付された申告書をお
持ちの方のみ）
② 源泉徴収票
③ 印鑑、筆記用具
④ 所得計算に必要な書類
⑤ 医療費の領収書（控除を受けようとする方）
⑥ 支払保険料の証明書
⑦ 国民年金保険料などの支払をした旨を証す
る書類（控除を受けようとする方）
⑧ 還付金の受取口座の分かるもの など

�振替納税制度のご利用を
所得税や個人事業者の消費税（地方消費税を含
む）の納税方法に、振替納税の制度があります。
この制度を利用すれば、金融機関の預貯金口座か
ら振替によって、納税することができるので、手
数が少なくて済みます。また、うっかり納期限を
忘れてしまうこともありません。
新たに振替納税を希望される場合は、税務署又
は預貯金先の金融機関に「預貯金口座振替依頼書」
を提出してください。大変便利です。ぜひ、ご利
用ください。

�にせ税理士にご用心
税務相談は、税理士又は税理士法人でなければ
できないことが、法律で規定されています。にせ
税理士には、くれぐれもご注意ください。

�さらに便利で使いやすく！イータックス
自宅や事務所などから、申告や納税ができる便
利なサービスです。また、国税庁ホームページ「確
定申告書等作成コーナー」で作成したデータをそ
のまま取り込み、電子申告することができます。
e-Tax を使えば①ＨＰから簡単申告②最高５，０００
円の税額控除③添付書類が提出不要④還付金がス
ピーディーと、大変便利になっています。ぜひ、
ご利用ください。手続きの詳細は、e-Taxホームペー
ジをご覧ください。
http : //www.e-tax.nta.go.jp

確定申告相談及び振替納税などについてのお問い合わせ
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町県民税

３３万円

３３万円

３１万円

２６万円

２１万円

１６万円

１１万円

６万円

３万円

０万円

配偶者の年間所得（パートなどの場合の年間収入）

３８０，００１～３９９，９９９ （１，０３０，００１～１，０４９，９９９）円

４００，０００～４４９，９９９ （１，０５０，０００～１，０９９，９９９）円

４５０，０００～４９９，９９９ （１，１００，０００～１，１４９，９９９）円

５００，０００～５４９，９９９ （１，１５０，０００～１，１９９，９９９）円

５５０，０００～５９９，９９９ （１，２００，０００～１，２４９，９９９）円

６００，０００～６４９，９９９ （１，２５０，０００～１，２９９，９９９）円

６５０，０００～６９９，９９９ （１，３００，０００～１，３４９，９９９）円

７００，０００～７４９，９９９ （１，３５０，０００～１，３９９，９９９）円

７５０，０００～７５９，９９９ （１，４００，０００～１，４０９，９９９）円

７６０，０００以上 （１，４１０，０００以上）円

所得税

３８万円

３６万円

３１万円

２６万円

２１万円

１６万円

１１万円

６万円

３万円

０万円
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